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消防防災施設災害復旧補助事業等調査特別委員会の会議の概要 

     午後３時１５分  開会 

〇委員長（菅原辰雄君） ただいまより、消防防災施設災害復旧補助事業等調査特別委員会を開

催いたします。 

ただいまの出席委員数は、15人であります。定足数に達しておりますので、これより消防

防災施設災害復旧補助事業等調査特別委員会を開会いたします。 

本会議でお疲れのところ委員会に参集していただきまして誠にありがとうございました。

委員各位にはスムーズな委員会運営に御協力をお願いして挨拶といたします。 

なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

早速、会議に入ります。 

消防防災施設災害復旧補助事業等調査特別委員会の廃止についてを議題といたします。 

本特別委員会につきましては、消防防災施設災害復旧事業に係る不適正な事務処理事案に

関する調査を目的とし、平成30年８月24日に開かれた第５回南三陸町議会臨時会において、

議員提案により特別委員会設置にかかる決議が可決され、以来、これまで、調査を行ってき

たところであります。 

先般、４月９日に開催した本特別委員会において、本件に係る損害賠償請求事件の和解成

立について、当局より報告がなされ、その内容を確認したところであります。 

その後、当局が退席した後の、その他の事項において、本特別委員会の今後の在り方につ

いて、委員から、「和解の成立をもって委員会の調査目的がなくなったことから、委員会の廃

止を検討するべきでは」といった御意見が出された一方、「支払いが滞った場合を考えて存続

すべき」といった意見も出ました。結果として、当面の間は、事の推移を見守り、しかるべ

き時期に特別委員会を閉じることを検討する旨の結論に達しました。 

その後、１回目の支払期日である４月末日後に、事務局長に、支払いが遅れなく履行され

たかの確認を指示したところ、期限内に支払いがされていることを確認しましたことから、

本日、あらためて本特別委員会の廃止について、各委員の御意見を伺った上で、委員会とし

ての結論を得たいと思っております。 
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忌憚のない御意見をお願いいたします。それでは、御意見がある方、挙手をお願いします。

及川幸子委員。 

〇及川幸子委員 １点お伺いします。というのは、そのそれぞれの被告、原告の費用弁償ですね、

弁護士費用。それはそれぞれでということになったんですけれども、町が頼んだ弁護士にど

れだけの金額、支払いが来ているのか。請求が来たのか。まだ来ないのか。支払っているの

か。その辺をお伺いいたします。 

〇委員長（菅原辰雄君） 局長。 

〇事務局長（男澤知樹君） 当局が本日おりませんので、今の問いに答えられる人は今ここに誰

もいません。弁護士費用はそれぞれと、それはそのとおりでございます。それをいつ支払う

のかという部分は町の裁量でございますので、そこにまで議会の権限というのは及ばないも

のだと、予算を議決しているということでございます。 

〇委員長（菅原辰雄君） 及川委員。 

〇及川幸子委員 ということは、私はそういうことも今後ともですね、当局のことだからそれは

触れられないという先ほどの局長のお話でしたけれども、今後もそういうことが聞かれないの

であれば、調査特別委員会を引っ張っていくというか、継続していくということが無理なのか

なという気持ちもありますけれども、その辺は今後聞けるのか聞けないのか決算で聞けるのか

ここで聞けないとすれば当局がいないから聞けないということなのか、その辺をもう一度詳し

くお願いします。 

〇委員長（菅原辰雄君） 局長。 

〇事務局長（男澤知樹君） 今、及川委員がおっしゃられたとおり、決算あるいは予算の中でお

聞きすることは、何ら問題はないと。聞く場面は本会議の中でなり、別の特別委員会、決算特

別委員会の中で十分に質すことは可能だと一般的に思われます。以上です。 

〇委員長（菅原辰雄君） ほかに御意見は。星喜美男委員。 

〇星 喜美男委員 一定の確約を見ましたので、廃止すべきだと思います。 
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〇委員長（菅原辰雄君） ほかに御意見は。（「なし」の声あり） 

  それでは、先ほどの及川委員の疑義に対しては事務局長よりお答えいただいておりますし、

及川委員もそれで納得したと思います。さらに星委員から今回、今日をもって廃止すべきと

いう御意見が出ましたが、できれば全会一致で決めたいと思いますので。 

それでは本委員会廃止でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

ありがとうございます。それでは廃止することに再度確認いたします。御異議ありません

か。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

〇委員長（菅原辰雄君） 異議なしと認めます。 

それでは、本特別委員会の廃止に係る決議については、現在開会中の６月会議に委員会提

出議案として提出することとしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり]  

〇委員長（菅原辰雄君） 異議なしと認めます。 

それではそのように取り進めることといたします。 

次にその他に入ります。 

その他、本特別委員会について、御意見があれば伺います。（「なし」の声あり） 

なければ、以上で消防防災施設災害復旧事業等調査特別委員会を閉会いたします。 

大変御苦労様でした。 

    午後３時２１分  閉会 

 


